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尾張旭市民プール愛称募集要項 

１ 目的 

  尾張旭市民プールは、長年、夏季のスポーツ施設としてこどもから大人まで大変多く

のかたに親しまれていますが、昨年度、本市にゆかりのある会社経営者から市民プール

のリニューアルに係る寄附の申出があり、令和８年７月にリニューアルオープンの予定

です。 

寄附者は市民プールに対し、地域のこどもたちにきれいなプールで楽しく、安全に遊

んで欲しいという思い、また将来、地域のこどもたちが大人になった時に、自分のこど

もを連れて遊びにいけるプール、そういった環境を残していきたいという思いを持たれ

ており、市としてもリニューアル後の市民プールを市民から永く愛され、身近で親しみ

のある施設となるよう考えていることから、愛称を募集します。 

 

２ 愛称募集の対象施設 

尾張旭市民プール（尾張旭市上の山町間口２４８５番地） 

 

３ 愛称募集の選定基準及び決定方法 

 ⑴ 募集及び選定の基準 

ア 寄附者の思いや市民プールの特徴などをイメージできるもの 

イ 尾張旭らしさをイメージできるもの 

ウ 誰にでもわかりやすく、親しみやすいもの 

エ こどもでも呼びやすく、覚えやすいもの 

オ 施設全体で一つの愛称であること（市民プール広場も含む） 

カ 自作で未発表のもの 

 ⑵ 決定の方法 

  ア 応募作品の中から、愛称選定会にて愛称候補作品を選出します。 

  イ アで選定された愛称候補作品について、寄附者に意見をお聴きします。 

  ウ イで最終候補となった愛称をもとに、市長が決定します。 

 

４ 募集期間 

令和７年１０月１日（水）から令和７年１０月３１日（金）まで 

 

５ 応募できる方 

尾張旭市に在住、在勤、在学または市民プールを利用したことがあるかた 

 

６ 応募数 

１人につき１点まで 
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７ 応募方法 

次の必要事項を、以下のいずれかの方法で応募してください。 

愛称（ふりがな） 愛称の意味・理由 

氏名（ふりがな） 年齢 

住所 電話番号 

メールアドレス 

（在学・在勤の場合）学校名又は勤務先名 

⑴ オンライン 

市の応募フォームにより必要事項を入力 

【応募フォーム】 

https://logoform.jp/form/zw2T/1144008    

⑵ 持参 

市公共施設に設置の応募箱へ投函または直接 

【応募箱設置施設】 

尾張旭市役所 スカイワードあさひ 

渋川福祉センター 東部市民センター 

新池交流館ふらっと 公民館（１０館） 

図書館 総合体育館 

⑶ 郵送 

応募用紙を封書で下記宛てに送付（必着）（郵送にかかる費用は応募者負担） 

応募用紙は上記イの施設で取得または市公式ホームページからダウンロード 

【宛 先】〒488－8666 尾張旭市東大道町原田２６００番地１ 

尾張旭市役所 健康都市・スポーツ課 健康都市推進係宛て 

 ※ メールでの応募は、受け付けておりませんのでご注意ください。 

 

８ 愛称の決定（採用） 

今回の愛称募集については、１作品を選考します。同一作品が複数ある場合は、愛称

の理由などを考慮し、１作品１名を選考します。なお、審査の内容、結果に関する問い

合わせに対しては、お答えできませんのであらかじめご了承ください。 

決定した作品は対象施設の愛称として採用します。採用決定後、採用された愛称の応 

募者へ採用した旨を連絡します。 

 

９ 結果発表 

選考結果については、令和８年２月頃に市公式ホームページや広報おわりあさひで公

表予定です。なお、採用された愛称の応募者についても、氏名等を公表する予定です。 
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10 個人情報の取扱い 

愛称の募集にあたり取得した応募者の個人情報は、個人情報の保護に関する法律及び

尾張旭市個人情報保護法施行条例に基づき適切に管理し、愛称募集の目的以外で使用す

ることはありません。ただし、採用された愛称の応募者の氏名、年齢については、結果

発表として公表するほか、報道機関へ情報提供する場合があります。 

 

11 留意事項 

⑴ 応募作品は、応募者自身が制作したもので、他の施設名称等として使用されていな

いまたは他の著作物等からの流用や模倣を行っていないものに限ります。 

⑵ すでに商標登録がされているものは、無効とします。 

⑶ 応募作品に対して補正や文言の追加を行った上で、採用する場合があります。 

⑷ 応募者は、愛称に採用された作品の権利を全て無償で市に譲渡するものとし、応募

作品に関して著作者人格権の行使をしないものとします。 

⑸ 応募に当たって不備のある作品は、審査及び選考の対象とはならないほか、結果発

表後であっても、虚偽の記載が判明した場合には、採用を取り消すことがあります。 

⑹ 応募作品の未着について、市では責任を負いません。 

⑺ 応募作品は返却しません。 

⑻ この要項に定めるもののほか、愛称選考に関する必要な事項を別途、定める場合が

あります。 

 

12 問い合わせ先 

〒488－8666 尾張旭市東大道町原田２６００番地１ 

尾張旭市役所市長公室健康都市・スポーツ課 健康都市推進係 

電 話 ０５６１－７６－８１０１ 

メール healthycity@city.owariasahi.lg.jp 

 


